
 

豊見城市立中学校（豊見城中・長嶺中・伊良波中・豊崎中）   「注意事項①」 

体育館等の利用について 

 

【18：00 以降（部活動終了又は学校生徒完全下校後）～20：00】 

・学生団体として登録のある団体に限ります。 

・事前に学校側と調整できた団体のみ、部活動の終了時～20：00 までの予約を電話で受けつけ
ます。※ネットからのご予約はできません。 

・定期的な利用枠は、原則 1 団体につき週に 1 回（全面）となります。複数の学校および複数の曜

日は利用できません。※利用枠以上の希望団体申込があった場合は、半面利用調整を行いま

す。可能な限り希望団体の皆様の枠を確保できればと思っておりますので、ご協力をお願い致し

ます。昨年度行った半面利用調整も、利用枠確定後の状況を確認し判断していきたいと考えてお

ります。 

【利用までの流れ】 

①各団体から、使用したい学校へ、以下について調整する 

 ・希望する日時の部活動終了又は学校生徒完全下校～20：00 まで使用可能か 

 ・定期的に利用したい場合は、定期利用が可能か 

 ※夏季/冬季などで部活動の終了時間が変わります。 

 ※片付け・施錠を含めて 20：00 までの利用となります。 

※20 時よりの社会人団体利用もありますので、利用後は速やかに学校敷地（駐車場も含む）から退出
お願い致します。（ミーティングや保護者等の立ち話などで社会人団体からクレームがあります） 

 

②生涯学習振興課へ電話連絡または窓口へ来所 

 ・利用する中学校/曜日/時間/団体 ID を伝える。 

→学校側と調整済みの旨をお伝えください。生涯学習振興課が仮予約をお取りします。 

・定期利用の場合、毎月 15 日以降に、翌月分をまとめてご予約が可能です。毎月、学校へ使用
して良いか確認後、生涯学習振興課へ連絡し予約をお取りください。 

 

③生涯学習振興課へ申請書の提出 

 ・利用日の 7 日前までに「豊見城市立学校施設使用許可申請書」および「豊見城市立学校施設
使用料減免許可申請書」を提出してください。生涯学習振興課窓口に設置してあるパソコンより
（予約システム「マイページ」へログイン後、「申込状況の確認・取消」）印刷が可能です。 

                    （裏面へ続く） 



 

④生涯学習振興課より許可書を受け取り 

 ・申請書の提出後、「豊見城市立学校施設使用許可書兼領収書」をお渡しします。 

 

⑤鍵の借用 

 ・利用日当日に、利用時間の 2 時間前から豊見城市立中央公民館にて鍵の借用が可能です。
借用の際は、手順④で受け取った「豊見城市立学校施設使用許可書兼領収書」の提示が必要と
なりますので、必ずお持ちください。（下図参照） 

 

⑥鍵の返却 

 ・20：00 までに片付けおよび施錠を終え、速やかに豊見城市立中央公民館まで鍵を返却してく
ださい。窓・扉の施錠漏れが多く報告されていますので、念入りに確認をお願いします。 

・鍵の返却前に、20：00 以降から利用する団体が来ている場合（入れ違う場合）には、そのまま
鍵を引き渡してください。 

※ごみを必ず持ち帰る等利用マナーの厳守をお願いします。 

「豊見城市立学校施設使用許可書兼領収書」の見本 

左の許可書をご提示ください。 
・原本→〇 

                     ・原本の写し→〇 
                     ・写真→文字が見える場合〇 
                         文字が見えない場合✕ 
                     ・スマホ画面（許可書データ）→〇 
                   

・下の予約画面→✕ 

 

 

 

 

 


